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2025 年５月 14 日 
各  位 

会 社 名 日 本 化 学 産 業 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 角谷 博樹 

   （コード：４０９４ 東証ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ市場） 

問合せ先 執行役員 経営企画室部長 吉 田  豊 

   （TEL. ０３-５２４６-３５４４） 

 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株主優待制度の導入を決議いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株主優待制度導入の目的 

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多く

の皆様に保有していただくことを目的として、株主優待制度の導入を決定いたしました。 

 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象となる株主様 

基準日（毎年９月末日及び３月末日）現在の当社株主名簿に記載または記録された、当社株式

を 300 株（３単元）以上保有されている株主様を対象といたします。 

 

（２）株主優待制度の内容 

対象となる株主様に対して、以下のとおりＱＵＯカードを贈呈いたします。 

保有株式数 継続保有期間 優待内容 

300 株以上保有 

１年未満 ＱＵＯカード  5,000 円分 

１年以上３年未満 ＱＵＯカード 10,000 円分 

３年以上 ＱＵＯカード 15,000 円分 

 

※１年未満、１年以上３年未満、３年以上の継続保有について 

 以下の①②を満たした株主様が継続保有に該当いたします。 

①継続保有期間（６月末時点、９月末時点、12 月末時点、３月末時点）の株主名簿において 

同一の株主番号にて連続して記録されている株主様。 

②継続保有期間（６月末時点、９月末時点、12 月末時点、３月末時点）の全ての基準日時点 

の株主名簿において 300 株以上保有されている株主様。 

なお、株主番号が変更になった場合は、株主番号が最初に株主名簿に記録された基準日時 

点が、１回目の株主名簿記録となります。 

継続保有期間 連続して記録されている回数 

１年未満 ４回以下 

１年以上３年未満 ５回～12 回 

３年以上 13 回以上 
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（３）進呈時期 

９月末日、３月末日を基準として３ヶ月以内を目処に発送いたします。 

 

（４）株主優待制度の開始時期及び保有要件 

初回基準日は 2025 年９月末日といたします。継続保有期間及び優待内容については、(３)進

呈時期に記載の基準日から遡って、(２)記載の継続保有期間を満たす当社株主名簿に記録または

記載された株主様を対象といたします。 

 

以 上 


